【意見 (いけん)記入 (きにゅう)用紙 (ようし)】

第 (だい)２次 (じ)中津川市 (なかつがわし)多文化 (たぶんか)共生 (きょうせい)推進 (すいしん)基本 (きほん)方針 (ほうしん)（案 (あん)）
に関 (かん)するご意 (い)見 (けん)
	氏名 (しめい)
(法人 (ほうじん)・団体 (だんたい)の場合 (ばあい)は
名称 (めいしょう)と代表者名 (だいひょうしゃめい))
	

	住所 (じゅうしょ)
または
所在地 (しょざいち)
	〒　　　　―



	連絡先 (れんらくさき)
	（　　　　　　　）　　　　　―

	（※市外 (しがい)在住 (ざいじゅう)の場合 (ばあい)）
通勤 (つうきん)・通学先 (つうがくさき)の
所在地 (しょざいち)と名称 (めいしょう)
	所在地 (しょざいち)

名称 (めいしょう)

	ご　意 (い)　見 (けん)

	（表題 (ひょうだい)）該当 (がいとう)箇所 (かしょ)をご記入 (きにゅう)ください。




	（ご意見 (いけん)）
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【提出先 (ていしゅつさき)】
（１）郵送 (ゆうそう)　　　　　〒５０８－００４１ 中津川市 (なかつがわし)本町 (ほんまち)２丁目 (ちょうめ)３番 (ばん)２５号 (ごう) 本町分 (ほんまちぶん)庁舎 (ちょうしゃ)
中津川市 (なかつがわし)役所 (やくしょ) 市民部 (しみんぶ) 地域 (ちいき)づくり協働課 (きょうどうか) 宛 (あて)（２月 (がつ)９日 (にち)消印 (けしいん)有効 (ゆうこう)）
（２）直接 (ちょくせつ)提出 (ていしゅつ)　　中津川市 (なかつがわし)本町分 (ほんまちぶん)庁舎 (ちょうしゃ) 地域 (ちいき)づくり協働課 (きょうどうか)、総合 (そうごう)事務所 (じむしょ)、地域 (ちいき)事務所 (じむしょ)
※８時 (じ)３０分 (ぷん)～１７時 (じ)１５分 (ふん)(土日 (どにち)祝日 (しゅくじつ)を除 (のぞ)く)の業務 (ぎょうむ)時間内 (じかんない)
（３）ファクス (ふぁくす)　　　０５７３－６５－３３３８
（４）電子 (でんし)メール (めーる)　  kyodo@city.nakatsugawa.lg.jp
（地域づくり協働課）
